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向日市告示第５４号

向日市公共工事の前金払及び中間前金払に関する取扱要綱を次の

ように定めます。

令和２年４月１５日

向日市長 安 田 守

向日市公共工事の前金払及び中間前金払に関する取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

附則第７条の規定に基づく公共工事の前金払及び地方自治法施行

規則（昭和２２年内務省令第２９号）附則第３条第３項の規定に

基づく前金払に追加してする前金払（以下「中間前金払」という。）

の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

（前金払及び中間前金払の対象）

第２条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和

２７年法律第１８４号。以下「法」という。）第２条第１項に規

定する公共工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土

木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

を除く。）で契約金額が３，０００，０００円以上のものを対象

に、契約金額の１０分の４以内を限度として、前金払を請求する

ことができる。
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２ 受注者は、前項の公共工事が、次に掲げる要件のいずれにも該

当するときは、同項の規定により既にした前金払に追加して、契

約金額の１０分の２以内を限度として中間前金払を請求すること

ができる。ただし、既にした前金払と中間前金払の合計額が契約

金額の１０分の６を超えてはならない。

(1) 工期の２分の１を経過していること。

(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきも

のとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の

２分の１以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事において、向日市契約規則（昭和５７年規則第１０

号）第４１条第１項に規定する部分払（以下「部分払」という。）

の請求がされていないこと。

（中間前金払と部分払の選択）

第３条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払

のいずれを請求するかについては、受注者が選択できるものとす

る。

２ 受注者は、中間前金払の請求を行ったときは、更に部分払の請

求をすることはできないものとする。ただし、次条に規定する年

度を超えて施工する必要のある工事の場合は、同条第２項による

部分払を請求することができる。

３ 受注者は、部分払の請求（前項ただし書に規定する場合におい

て部分払を請求するときを除く。）を行ったときは、更に中間前

金払の請求をすることができないものとする。

（継続費及び債務負担行為に係る特例）
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第４条 継続費及び債務負担行為に基づく、複数年度契約における

前金払及び中間前金払は、当該契約に基づく各会計年度の出来高

に相応する請負代金額（最終の会計年度に係るものを除く。以下

「出来高予定額」という。）に対して行うものとする。

２ 発注者は、受注者が中間前金払を選択した場合においても、当

該各会計年度の出来高予定額（最終の会計年度に係るものを除

く。）に係る当該年度末（当該会計年度末における出来高が当該

会計年度の出来高予定額に達しないときは、当該会計年度末又は

当該出来高予定額に達した時点。）の出来高に対する部分払をす

ることができるものとする。ただし、当該部分払をしたときは、

受注者は、当該会計年度の出来高予定額に対する中間前金払の請

求をすることができないものとする。

３ 前項の場合においては、第２条第２項中「既にした前金払」と

あるのは「既にした各会計年度毎の前金払」と、「契約金額」と

あるのは「当該会計年度における出来高予定額」と、「中間前金

払」とあるのは「各会計年度毎の中間前金払」と、「工期」とあ

るのは「当該会計年度の出来高予定額に対応する工事実施期間」

と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会

計年度における工事」と読み替えて適用するものとする。

（前金払及び中間前金払の請求等）

第５条 前金払及び中間前金払の支払いを受けようとする受注者

は、当該請求書に、法第２条第４項に規定する保証事業会社と同

条第５項に規定する保証契約を締結した後、保証事業会社が発行

する保証証書の原本を添えて市長に提出しなければならない。

２ 前項の中間前金払に関して、受注者は、あらかじめ次条に規定
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する中間前金払に係る認定を受けなければならない。

３ 発注者は、第１項の請求を受けた日から１４日以内に支払うも

のとする。

（中間前金払に係る認定）

第６条 中間前金払に係る認定を受けようとする受注者は、中間前

金払認定請求書（様式第１号）（以下「請求書」という。）に、

工事請負契約書第１１条に基づく履行報告書を添えて、発注者に

提出しなければならない。

２ 発注者は、前項の請求を受けた場合には、履行報告書及び工程

表により第２条第２項に規定する要件を満たしていることを調査

するものとする。

３ 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合には、当該数値の根

拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うことができるもの

とする。

４ 発注者は、前２項の調査おいて、中間前金払が妥当と認められ

るときは、認定調書（様式第２号）によって受注者に通知するも

のとする。

５ 前項の通知は、第１項の請求書を受理した日から７日以内に行

うものとする。ただし、特別な事情があり期間内に通知ができな

い場合にあっては、当該期間を延長することができるものとする。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

この要綱は、告示日から施行し、同日以後に契約する工事から適
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用する。
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様式第１号（第６条関係）

中間前金払認定請求書

工事名

及び

工事番号

工事場所

工 期 自 年 月 日 至 年 月 日

契約金額

上記工事について、中間前金払の請求をしたいので、中間前払金の支払対

象者に該当することを認定されたく請求します。

年 月 日

住 所

氏 名 ○印

（宛先）向日市長
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様式第２号（第６条関係）

認 定 調 書

契約の相手方

工事名

及び

工事番号

工事場所

工 期 自 年 月 日 至 年 月 日

契約金額

摘 要

上記工事については、その進捗を調査したところ、中間前金払をすること

ができる要件を具備していることを認定する（認定しない）。

年 月 日

向日市長 ○印


